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第１章 総則 

 
第１章 総則 

 
第 1条（約款の適用） 

株式会社アジャストワン（以下「当社」といいます。）は、この電話サービス利用契約

約款 (以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス（当社がこの約款以

外の契約約款および料金を定め、それにより提供するものを除きます。）および電話サー

ビスに付帯するサービスを提供します。 

 

第 2条（約款の変更） 

当社は、民法第 548 条の 4 第 1 項に基づき、この約款を変更することができます。

この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 

2. 当社は前項によりこの約款を変更するときは、当該変更に係る効力発生時期を定め、か

つ、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を電子メール

の送付、その他当社が適当と認める方法によりお客様に通知し、または当社のホームペー

ジに掲示する方法によりお客様に周知するものとします。 

 

第 3条（用語の定義） 

各種サービスの卸通信会社の契約約款または利用規約に準ずるものとします。 

また、卸通信会社の契約約款または利用規約のことを以下「原約款」といいます。 

 
第２章 電話サービスの提供 

 
第 4条（電話サービス提供対象） 

当社の電話サービスは、法人に限りご利用いただけます。 

 

第 5条（電話サービスの種類等） 

当社の電話サービスは、当社の選択する卸通信会社が提供する次の電話サービス（いず

れのサービスによるか当社の選択により決定します。）により通話を提供します。 

（1）直収電話サービス 

（2）IP 電話サービス 

（3）コールシステムサービス



 

第３章 電話サービス利用契約 

 
第 6条（申込み） 

お客様は、当社の電話サービスの利用を希望する場合、この約款に同意したうえで、当

社所定の申込書その他当社が指定する必要書類を当社所定の方法で当社に交付することに

より、利用の申込みを行います。ただし、当社はお客様の申込みにつき承諾する義務を負

うものではありません。 

 

第 7条（利用契約の締結） 

当社は、前条の申込みを承諾するときは、当社所定の方法でお客様に通知します。当社

がその申込みを承諾した電話回線につき、承諾日をもって、当該電話回線にかかる利用契

約が成立するものとします。 

2.  利用契約の成立後、当社は、利用契約の成立した電話回線、電話サービスの利用開始

日、卸通信会社名および直収電話サービスの別を電子メールの送付、その他当社が適当と

認める方法によりお客様に通知します。利用開始日以降、当社にて卸通信会社から電話サ

ービスの提供を受けたうえでお客様に電話サービスを提供します。 

 

第 8条（当社の電話サービスへの切り替えに関する特則） 

お客様が既存回線を当社の電話サービスに切り替える場合の手続は、既存回線の種類に

応じて以下のとおりとします。 

(1)既存回線が電話加入権等のない電話回線の場合 

当社は、既存回線に関してお客様と電気通信事業者との間に成立している契約を、当社の電

話サービスの利用開始日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、お客様を代行し

て電気通信事業者に対して行います。お客様は、当社がかかる手続きを行うために必要な範

囲内で、電気通信事業者にお客様および既存回線に関する情報を提供することに予め同意し

ます。 

なお、当該電話加入権等の譲渡を電気通信事業者が承諾しない場合、当社は、お客様の利

用契約の申込みを拒絶し、または成立した利用契約を解除することができるものとしま

す。 

2. 既存回線で電話加入権等を有した電話回線の場合は、当社は、電気通信事業者の指示そ

の他の事情により、前項第(1)号の手続きにより当社の電話サービスに切り替えることが

できるものとし、お客様はこれを予め承諾します。 

 

第 9条（お客様の承諾事項） 

お客様は、当社の電話サービスを利用するにあたり、以下の事項をあらかじめ承諾しま

す。 

(1)前条第(1)号により既存回線にかかるお客様と電気通信事業者との間の契約が終了する



 

ことに伴い、従前の電話番号を使用できない場合でも、当社は何ら責任を負わないこと。 

(2)前条第(2)号の電話加入権等の譲渡を電気通信事業者が承諾しない場合、既存回線を当

社の電話サービスにより利用することができないこと。 

(3)前条第(2)号により、お客様が既存回線と同一の電話回線を当社の電話サービスにより

利用する場合でも、電気通信事業者の都合により、既存回線にかかる電話番号が変更され

る可能性があること。 

(4)前条第(2)号の場合で、電話サービスの種類の変更を伴う場合、電話回線にかかる工事

が必要となる場合があること。この場合、当社の電話サービス開始後、一時的に電話回線

を使用できなくなることがあります。なお、当社は、電話回線を使用できない時間が生じ

ることを知ったときは、速やかにその時間をお客様に当社所定の方法により通知します。 

 

第 10条（契約期間） 

本契約の契約期間は、お客様が当社の提供するサービスを利用しているうちは継続する

ものとし、サービスの解約日を以って終了するものとする。 

 

第 11条（電気通信番号計画） 

お客様が当該電話サービスを自らの電気通信事業の用に供する場合、当該電話サービス

を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け、又は受

けようとしていることについて申告するものとする。 

2. 利用者は、電気通信番号計画が定める電気通信番号の使用に関する条件を遵守するもの

とする。 

 

第４章 電話回線の移設・新設・廃止 

 
第 12条（電話回線の移設の申込み） 

お客様は、当社の電話サービスにかかる電話回線の移設を希望するときは、当社所定の

事項を第 49 条に従い当社に連絡することにより、当社に当該電話回線の移設の申込みを

行うものとします。 

2. 前項の申込みを当社が承諾する場合、当社は、卸通信会社との間で、電話回線移設の 

手続を行います。 

 

第 13 条（電話回線の新設の申込み） 

お客様は、当社の電話サービス利用中に、当社の電話サービスによる新たな電話回線の

使用を希望するときは、当社所定の事項を第 49 条に従い当社に連絡することにより、当

社に電話回線新設の申込みを行うものとします。 

2. 前項の申込みを当社が承諾する場合、当社が卸通信会社との間で新たな電話回線の利用



 

に関する契約を締結し、第 7 条に従って承諾の通知をすることにより、当該電話回線に

かかる利用契約が成立するものとします。 

 

第 13条の 2（電話回線の廃止の申込み） 

お客様は、当社の電話サービスにかかる電話回線のうち、電話加入権等のない電話回 線

の廃止を希望するときは、当社に連絡することにより、電話回線廃止の申込みを行うものと

します。 

2. 前項の申込みを受けたときは、当社は、卸通信会社との間で、当該電話回線の廃止手続

を行うものとします。この場合、当該電話回線の廃止と同時に、当該電話回線にかかる利

用契約は終了します。 

3. お客様は、当社の電話サービスにかかる電話回線のうち、電話加入権等のある電話回線

の廃止を希望するときは、第 25 条に従い当該電話回線にかかる利用契約を解約し、第

27 条に基づき当該電話加入権等を当社から譲り受けた後、お客様において当該電話回線

の廃止手続を行うものとします。 

 
第５章 料金等 

 
第 14条（電話サービス料金等の通則） 

当社にお支払いいただく電話サービス料金等は、この約款に定めるほか、原約款に定め

るところによります。なお、この約款と原約款の間に矛盾または抵触する定めがある場合

には、この約款の定めを優先します。 

2. 電話サービス料金等の請求対象期間は、原則として毎月１日から末日までとします。 

 

第 15条（通話料金） 

電話サービスにかかる通話に関する料金については、別紙の条件書の通りとする。 

 

第 16条（登録手数料・工事代金等） 

当社が電話サービスを提供するにあたり、当該電話サービスの提供に必要な手続に関す

る費用（当社が卸通信会社に支払う登録手数料を含むがこれに限らない。ただし、第 9

条第(2)号に定める譲渡承認手数料を除く。）および工事に係る費用が発生した場合、こ

れら費用についてはお客様の負担とし、当社がこれらの費用を支払うこととなった場合

は、お客様は、当社の請求に従いこれらの費用を当社に支払います。 

 

第 17条（回線管理費） 

毎月発行される電話サービス料金等の請求の中に「回線管理費」という名目で請求書 

１通あたり金 1,000円（消費税、地方消費税は別途とします。）を加算し請求するものと

する。（住所が同一であっても、宛名が異なる場合は、それぞれの宛名について一箇所と



 

数えるため、その分「回線管理費」発生いたします。） 

 

第 18条（支払方法） 

電話サービス料金等のお支払方法は、請求書によるお振込みとします。 

2. 当社は、電話サービス料金等の回収を、当社の指定する者に委託することができるもの

とします。 

 

第 19条（請求および支払期日） 

当社は、原則として、毎月末日を締日といたします。 

支払い期日については別紙の条件書の通りとし、期日までに利用料金を当社へ支払いま

す。 

2. 支払い期日に当社にてお客様の利用料金の支払いが確認できない時は、別紙の条件書に

準じて当社より提供している通信サービスの利用を停止することができる。 

 

第 20条（保証金） 

  当社は、お客様にて利用料金の支払いが二度遅延した場合に、原則 2ヶ月分の利用料金に

相当する金額を保証金として請求することができるものとする。ただし保証金の具体的な金

額に関しては、両社にて協議の上、決定するものとする。 

 

第 21条（延滞利息） 

お客様は電話サービス料金等その他の債務を当社が定める支払期日を経過してもなお支

払いが無い場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、年 3％の割合

による延滞損害金をお支払いいただきます。 

(注）本条に規定する年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日あたり

の割合とします。 

 

第 22条（求償） 

お客様の作為または不作為を原因として、卸通信会社から当社に対して損害賠償請求、

違約金支払請求、割増金支払請求、その他の何らかの金銭の支払請求があった場合、お客

様は、当社の請求に従い直ちに当該金額を支払うものとします。 

 
第６章 電話サービスの利用中止 

 
第 23条（利用中止） 

当社は次の場合には、電話サービスの利用を中止することがあります。 

(1)卸通信会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

(2)卸通信会社が電話サービスを停止または変更したとき。 

(3)第 25 条(電話サービス利用の制限)の規定により、電話サービスの利用が制限される



 

とき。 

(4)特定の回線等から多数の不完了呼(発信または着信において通話が無かったものをいい

ます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳す

る恐れがあると当社が認めたとき。 

(5)その他原約款に定める電話サービス中止事由が発生したとき。 

2. 当社は前項の規定により電話サービスの利用中止をするときは、あらかじめまたは事後

速やかにそのことを電子メールの送付その他当社が適当と認める方法によりお客様に通知

します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第 24条（利用停止） 

当社はお客様が電話サービス料金等の支払義務を怠っているときは、電話サービスの利

用を停止することがあります。 

 

第 25条（電話サービス利用の制限） 

天災や事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害予防も

しくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項

を内容とする通話および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に

取り扱う旨の原約款の定めに基づき、お客様による電話サービスの利用に制限を行うこと

があります。 

 

第７章 利用契約の終了（解除、解約） 

 
第 26条（お客様が行う利用契約の解約） 

お客様は、利用契約を解約するときは、第 39条の方法にて当社に通知して頂きます。 

 

第 27条（当社が行う利用契約の解除等） 

(1)当社および卸売事業者が通信サービスを提供することが、法律上または行政指導によ

り禁止される場合には、お客様に催告しないで本契約を解除することができる。 

(2)お客様にて次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要せ

ず直ちに本契約を解除することができる。 

1 本契約の自己の義務に違反し、その是正を求める相手方の通知を受領後 30日以内に

かかる違反が治癒されない場合  

2 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けた場合 

3 破産・民事再生・特別精算・会社更生の申し立てが行われた場合 

4 解散決議のための手続きを開始したとき 

5 手形交換所における不渡り、その他支払停止または支払不能と認められる事由が生



 

じたとき 

6 本契約に基づき相手方に支払うべき料金等を支払期日に支払わず、その期間が 30日

以上に及ぶとき。 

7 通信サービスの利用に関して不正・不法の行為があったとき。 

(3)前項においてお客様側の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合には、相

手方が負うべきすべての債務につき期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済しなけれ

ばならない。 

(4)本条に基づき当社に解除権が生じたときは、解除権の行使の有無を問わず、当社は通

信サービスの利用を直ちに停止することができる。 

(5)当社は、当社の提供する通信サービスを用いた犯罪行為等を防止するために、当社の

提供するお客様の通信サービスの利用を停止する必要があると警察機関が判断した場合で

あって、警察機関から当社に対して所定の方法により利用停止の措置要請を受けた場合、

当社は当該要請に基づき、本契約の一部又は全部を解除することできる。また、警察機関

から、通信サービスの申込みを承諾しない旨の措置要請が存在したときも同様とする。 

(6)当社は、法令の定めまたは警察機関の要請により、警察機関に対し、お客様に係る情

報を（会社名、氏名、住所等）を通知することができる。 

(7)当社は、本条第５項に基づく解除及び６項に基づく通知につき、何ら損害賠償等の責

任を負うものではない。 

 

第 28条（新規提供の拒否） 

当社は、当社の提供する通信サービスを用いた犯罪行為等を防止するために、当社が

契約の申込を承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から

当社に対して所定の方法によりその申込みを承諾しない旨の措置要請があったときは、

契約の申込を承諾しないことができるものとする。 

 

第 29条（利用契約終了時の取扱い） 

利用契約が終了した場合、お客様は、当該利用契約にかかる電話回線を使用することは

できません。また、電話加入権等のない電話回線の場合で、お客様が電話番号の継続使用

を希望するとき、お客様は、卸通信会社との間で必要な手続きを実施するものとし、お客

様の要請があれば当社はこの手続きに協力します。 

2. お客様は、利用契約の終了について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾し、これら

の事項が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。 

(1)卸通信会社の事情等により、従前の電話番号を継続使用できない場合があること。 

(2)電話加入権等の譲渡に伴い、電話回線にかかる工事が発生する可能性があること。ま

た、その場合の工事費用はお客様の負担となること。 

(3)お客様に譲渡された電話加入権等にかかる電話回線について、当社以外の電気通信事業者

から電話サービスの提供を受ける場合に、当社が提供する電話サービスと同率の割引を受け

られないこと。 



 

(4)第 38 条よりお客様が負担した費用等につき、理由のいかんを問わず、当社はお客様

に償還する義務を負わないこと。 

 

第 30条（電話サービスの廃止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に通知することにより、電話サー

ビスの全部または一部を廃止することができるものとします。 

(1)卸通信会社が当社に対する電話サービスの提供を中止、停止、変更等することによ

り、当社の電話サービスの提供が困難、または不能になったとき。 

(2)当社の電話サービスの運用上または技術上の相当の理由ないし必要があると当社が判

断したとき。 

(3)前各号その他別段の事情がない場合でも、当社が任意の判断により決定し、お客様に

対して 3ヶ月前までに通知したとき。 

2. 前項の通知は、お客様への電子メールの送付、その他当社が適当と認める方法によるも

のとし、当該通知に記載された電話サービス廃止日をもって、お客様と当社の間のすべて

の利用契約が終了するものとします。 

3. 当社は、本条に基づき電話サービスを廃止する場合、お客様に対して、電話サービス

の廃止に伴い生じる損害、損失、その他費用の賠償または補償を免れるものとします。 

 

第８章 お客様の義務 

 
第 31条（お客様側設備の工事） 

当社の電話サービスの利用開始以降、電話サービスの種類の変更、電話回線の新設また

は移設その他の事由により、当社の電話サービスの対象である電話回線に関して、お客様

側の設備に工事が必要となる場合、お客様は、自己の責任と費用負担において、当該工事

を行うものとします。 

（注）電話回線に関するお客様側の設備とは、お客様の設置する端末設備（原約款に定義

されます。）または自営電気通信設備（原約款に定義されます。）をいいます。 

 

第 32条（お客様の住所等の変更の届出） 

お客様は、その名称、電話番号、住所または請求書の送付先等に変更があったときは、

そのことをすみやかに当社に届け出るものとします。 

2. 当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示して

いただくことがあります。 

3. 届出のあった最後の名称および住所に対して当社からなされた通知もしくは送付された

書類等が延着し、または到着しなかった場合でも、その通知等は通常到着すべきときに到

着したものとみなします。 



 

 

第 33条（原約款における契約者の義務の遵守） 

前 4 条記載の義務、その他この約款に記載された義務の他、お客様は、原約款におけ

る契約者の義務を遵守するものとします。 

 

第 34条（お客様の賠償義務） 

お客様の故意、過失によって当社または卸通信会社に損害を与えた場合、お客様はその

損害を賠償するものとします。 

 

第９章 秘密情報等の取扱い 

 
第 35条（秘密情報の取扱い） 

お客様および当社は、電話サービスの利用または提供のために相手方より提供を受けた

情報のうち、相手方が開示にあたり秘密情報である旨の表示を明記した情報（以下「秘密

情報」といいます。）を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方か

らあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報につ

いてはこの限りではありません。 

(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 

(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

(4)この約款に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 

2. 前項の定めにかかわらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきま

たは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先

または当該官公署に対し開示することができるものとします。 

3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を電話サービス利

用または提供する目的の範囲内でのみ使用し、これらサービスの利用または提供上必要な

範囲内で秘密情報を化体した資料等（以下本条において「資料等」といいます。）を複製

または改変（以下本項においてあわせて「複製等」といいます。）することができるもの

とします。この場合、お客様および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条

に定める秘密情報として取り扱うものとします。 

4. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 40条（再委託）所定の再

委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受け

ることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対し

て、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等以上のものを負わせるものとします。 

5. 本条の規定は、お客様による電話サービスの利用終了後、3年間有効に存続するものと



 

します。 

 

第 36条（個人情報の取扱い） 

お客様は、電話サービスの提供を受けるにあたり、利用責任者または電話回線に関する

情報としてお客様の役員および従業員の個人情報（個人情報の保護に関する法律に定める

「個人情報」をいいます。以下同じ。）を当社に提供するときは、当該個人情報の提供に

ついて、その本人が同意していることを保証します。 

2. 当社は、電話サービスの提供のためにお客様より開示された個人情報を電話サービス提

供目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人

情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。 

3. 前条第 2 項ないし第 4 項の規定は、個人情報の取り扱いについても準用されるものと

します。 

4. 本条の規定は、お客様による電話サービスの利用終了後も有効に存続するものとしま

す。 

 

第１０章 損害賠償 

 
第 37条（電話サービスに関する責任の制限） 

当社は、電話サービスを提供すべき場合において、卸通信会社の事情によりその提供を

しなかった場合、原約款に規定された責任制限等の適用対象となる場合、その他当社に起

因しない事由により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。 

ただし、当社が卸通信会社から損害賠償金の支払いを受けた場合、当該受領額を限度とし

て、お客様の損害を賠償します。なお、当社は、卸通信会社から損害賠償金の支払いを受

けることを保証するものではありません。 

2. 当社の責めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、お客様が通信サービ

スを全く利用できない状態(本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含む。以下同じ)にあることを知った時刻から起算して 24

時間を超えて継続して利用できない場合には、利用できなかった時間を 24時間を 1日と

して計算し(24時間未満は切り捨て)、月額基本料等の日割り合計額を発生した損害とみ

なしその額に限って賠償するものとする。 

3. 甲による通信サービスの利用に起因して発生したいかなる損害についても、乙および卸

売事業者は責任を負わず、甲がその責任においてこれを処理、解決するものとする。 

 

第 38条（電話サービスに関する免責） 

当社は、電話サービスの提供にあたって、お客様に関する土地、建物その他の工作物等

に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠



 

償しません。 

2. 当社は、この約款または原約款の変更により、お客様の設置する端末設備（原約款に定

義されます。）または自営電気通信設備（原約款に定義されます。）の改造または変更

（以下この条において「改造等」といいます｡)を要することとなる場合であっても、その

改造等に要する費用については負担しません。ただし、卸通信会社がその原約款の定める

ところにより負担する場合は、この限りではありません。 

 

第１１章 その他 

 
第 39条（原約款の準用） 

この約款に定めのない事項については、原約款に従うものとします。 
 

第 40条（再委託） 

当社は、お客様に対する電話サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部

を第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該再委託先（以

下「再委託先」といいます。）に対し、第 33 条（秘密情報の取扱い）および第 34 条

（個人情報の取扱い）のほか、当該再委託業務に関する当社の義務と同等の義務を再委託

先に負わせるものとします。 

 

第 41条（当社への通知等） 

お客様から当社に対する本約款および利用契約に基づく通知その他先に郵便、または電

子メールにて行うものとします。 

 

第 42条（反社会的勢力の排除） 

お客様は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明

し、保証します。 

(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社

会的勢力（以下、「反 社会的勢力」という）であること。 

(2)役員又は実質的に経営を支配するものが反社会的勢力であること、または反社会的勢

力であったこと。 

(3)反社会的勢力を利用、関係すること。  

2. お客様は、自ら又は第三者を利用して下記の各号いずれの行為も行わないことを表明

し、確約する。 

(1)暴力的な要求行為。  

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。  

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。  

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。 

(5)その他前各号に準ずる行為。  



 

3. お客様が前 2 項に違反していると合理的に判断した場合は、当社は第 34 条第 2 項に

より通知、催告を要さず、お客様と当社の間に成立している全部または一部の利用契約を

即時解除することができるものとし、これによりお客様に損害が生じた場合にも、当社は

なんらの責任も負担しません。 

 

第 43条（譲渡） 

お客様は、利用契約およびこの約款に基づく権利および義務ならびに契約上の地位を第

三者に譲渡することはできないものとします。 

2. 当社は、お客様の同意を要することなく、利用契約およびこの約款に基づく権利および

義務ならびに契約上の地位を第三者に譲渡することができるものとし、お客様はかかる譲

渡をあらかじめ承諾します。 

 

第 44条（準拠法） 

この約款の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。 

 
第 45条（管轄裁判所） 

この約款、当社の電話サービスに関する紛争については、訴額のいかんにかかわらず、

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 


